
議会運営委員会記録 

 

１ 　日　　時     　令和６年１０月２９日（火曜日）   

開   会      午前　９時５９分 

閉　 会      午前１０時０５分 

 

２　 場　　所    　 第２委員会室 

　　　　　　　　 　　　　　　　　  

３　 出席委員       ９人 

委 員 長　　　　髙　田　真　里 

副委員長　　　　久　保　大　憲 

委　　員　　　　柏　　　佳　枝 

〃　　 　　　澤　田　和　秀 

〃　　　　　 高　原　　　譲 

〃　　 　　  松　井　邦　人 

〃　　 　　  泉　　　英　之 

〃　　 　　　舎　川　智　也 

〃　　 　　　東　　　　　篤 

 

４　 欠席委員       １人　　 

　　　　　　　　　　委　　員 髙　道　秋　彦 

 

５　 委員外議員として出席した者 

議　　員　　　　大　島　　　満 

〃   　　　　谷　口　寿　一 

〃   　　　　尾　上　一　彦 

〃   　　　　赤　星　ゆかり 

  



６　 職務のために出席した者 

【議会事務局】 

事務局次長　　　　　　　　　　　高　田　まどか 

参事（庶務課長）　　　　　　　　澤　野　重　雄 

議事調査課長　　　　　　　　　　鳥　取　則　子 
議事調査課長代理　　　　　　　　酒　井　　　優 
議事調査課調査係長　　　　　　　谷　端　裕美子 
議事調査課議事係長　　　　　　　土　方　智　樹 
議事調査課主任    　　　　　　　杉　林　睦　美 
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７ 　 会 議 の 概 要  

 

委 員 長 　 　 　 た だ い ま か ら 、 議 会 運 営 委 員 会 を 開 会 い た し ま す 。  

本 日 は 、 髙 道 委 員 か ら 欠 席 す る と の 連 絡 が あ り ま し

た の で 、 御 報 告 い た し ま す 。  

ま ず 、 委 員 会 記 録 の 署 名 委 員 に 柏 委 員 、 東 委 員 を 指

名 い た し ま す 。  

本 日 の 協 議 事 項 は １ ２ 月 定 例 会 の 運 営 に つ い て で あ

り ま す 。  

お 手 元 に 配 付 の 資 料 １ を 御 覧 く だ さ い 。  

ま ず 、 市 長 か ら １ １ 月 ２ ９ 日 （ 金 曜 日 ） に １ ２ 月 定

例 会 を 招 集 い た し た い と の 申 出 が あ り ま し た の で 、

御 承 知 お き 願 い ま す 。  

次 に 、 議 案 説 明 会 に つ い て は １ １ 月 ２ ２ 日 （ 金 曜 日  

） に 開 催 と な り ま す の で 、 御 承 知 お き 願 い ま す 。  

ま た 、 議 案 書 は 、 １ １ 月 ２ ６ 日 （ 火 曜 日 ） に 当 局 よ

り 配 付 さ れ ま す 。  

そ れ で は 、 具 体 な 協 議 に 入 り ま す 。  

ま ず 、 １ つ 目 の 決 算 の 認 定 時 期 に つ い て で あ り ま す 。 

決 算 の 審 査 に つ い て は 、 １ ０ 月 ７ 日 、 ８ 日 、 ９ 日 、

１ １ 日 及 び １ ６ 日 に 開 催 さ れ ま し た 、 予 算 決 算 委 員

会 及 び 各 分 科 会 に お い て 既 に 終 了 し て い る と こ ろ で

あ り ま す 。  

そ こ で 、 今 年 度 に お い て も 昨 年 度 と 同 様 に １ ２ 月 定

例 会 初 日 の 本 会 議 に お い て 決 算 の 審 議 を 行 い た い と

思 い ま す が 、 い か が で し ょ う か 。  

 

〔 「 異 議 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕  

 

委 員 長 　 　 　 そ れ で は 、 そ の よ う に 決 定 い た し ま す 。  

次 に 、 ２ つ 目 の 会 期 及 び 審 議 日 程 に つ い て で あ り ま

す 。  

ま ず 、 審 議 日 程 に つ い て で あ り ま す が 、 お 手 元 の 資

料 １ に 記 載 し ま し た 日 程 （ 案 ） と し て は ど う か と 考

え て お り 、 招 集 日 以 降 の 日 程 に つ い て 読 み 上 げ た い

と 思 い ま す 。 そ れ で は 、 申 し 上 げ ま す 。  

１ １ 月 ２ ９ 日 （ 金 曜 日 ） 本 会 議 （ 提 案 理 由 説 明 、 決

算 分 の 討 論 ・ 採 決 ほ か ） 、 １ １ 月 ３ ０ 日 （ 土 曜 日 ） 、
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１ ２ 月 １ 日 （ 日 曜 日 ） 休 会 、 １ ２ 月 ２ 日 （ 月 曜 日 ） 、

１ ２ 月 ３ 日 （ 火 ） 議 案 調 査 日 、 １ ２ 月 ４ 日 （ 水 曜 日  

） 、 １ ２ 月 ５ 日 （ 木 曜 日 ） 本 会 議 （ 一 般 質 問 ） 、 １

２ 月 ６ 日 （ 金 曜 日 ） 議 案 調 査 日 、 １ ２ 月 ７ 日 （ 土 曜

日 ） 、 １ ２ 月 ８ 日 （ 日 曜 日 ） 休 会 、 １ ２ 月 ９ 日 （ 月

曜 日 ） 本 会 議 （ 一 般 質 問 ） 、 １ ２ 月 １ ０ 日 （ 火 曜 日  

） 本 会 議 （ 一 般 質 問 ） と 予 算 決 算 委 員 会 （ 前 期 全 体

会 ） 、 １ ２ 月 １ １ 日 （ 水 曜 日 ） 経 済 環 境 分 科 会 及 び

経 済 環 境 委 員 会 、 １ ２ 月 １ ２ 日 （ 木 曜 日 ） 厚 生 分 科

会 及 び 厚 生 委 員 会 、 １ ２ 月 １ ３ 日 （ 金 曜 日 ） 建 設 分

科 会 及 び 建 設 委 員 会 、 １ ２ 月 １ ４ 日 （ 土 曜 日 ） 、 １

２ 月 １ ５ 日 （ 日 曜 日 ） 休 会 、 １ ２ 月 １ ６ 日 （ 月 曜 日  

） 総 務 文 教 分 科 会 及 び 総 務 文 教 委 員 会 、 １ ２ 月 １ ７

日 （ 火 曜 日 ） 予 算 決 算 委 員 会 （ 後 期 全 体 会 ） 、 １ ２

月 １ ８ 日 （ 水 曜 日 ） 議 案 調 査 日 、 １ ２ 月 １ ９ 日 （ 木

曜 日 ） 本 会 議 （ 委 員 長 報 告 ・ 質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決 ほ か  

） と な り ま す 。  

日 程 に つ い て は 、 以 上 の と お り で あ り ま す 。  

し た が っ て 、 会 期 は １ １ 月 ２ ９ 日 か ら １ ２ 月 １ ９ 日

ま で 、 ２ １ 日 間 と な り ま す が 、 会 期 及 び 審 議 日 程 に

つ い て は 、 以 上 の と お り で よ ろ し い で し ょ う か 。  

 

〔 「 異 議 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕  

 

委 員 長 　 　 　 そ れ で は 、 そ の よ う に 決 定 い た し ま す 。  

 こ こ で 、 １ ２ 月 定 例 会 に お け る 討 論 の 通 告 期 限 に つ

い て 、 確 認 し て お き た い と 思 い ま す 。  

ま ず 、 定 例 会 初 日 、 １ １ 月 ２ ９ 日 の 決 算 に 係 る 討 論  

 ・ 採 決 に 向 け た 通 告 期 限 に つ い て は 、 １ １ 月 ２ ７ 日

（ 水 曜 日 ） の 午 後 ５ 時 ま で を 第 一 期 限 と し 、 こ れ と

対 に な る 立 場 で の 討 論 の 通 告 期 限 が １ １ 月 ２ ８ 日

（ 木 曜 日 ） の 正 午 ま で と な り ま す 。  

 次 に 最 終 日 、 １ ２ 月 １ ９ 日 の 討 論 ・ 採 決 に 向 け た 通

告 期 限 に つ い て は 、 １ ２ 月 １ ７ 日 （ 火 曜 日 ） の 午 後

５ 時 ま で を 第 一 期 限 に 、 こ れ と 対 に な る 立 場 で の 討

論 の 通 告 期 限 が １ ２ 月 １ ８ 日 （ 水 曜 日 ） の 正 午 ま で

と な り ま す の で 併 せ て 御 承 知 お き く だ さ い 。  

次 に 、 ３ つ 目 の 一 般 質 問 及 び 議 案 質 疑 に つ い て で あ
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り ま す 。  

ま ず 、 お 手 元 の 資 料 １ に 記 載 の と お り 、 一 般 質 問 予

定 者 及 び 質 問 順 番 の 各 会 派 か ら の 報 告 期 限 が 、 １ １

月 ２ ５ 日 （ 月 曜 日 ） の 正 午 ま で 、 次 に 、 一 般 質 問 予

定 書 の 提 出 期 限 に つ い て は 、 １ １ 月 ２ ６ 日 （ 火 曜 日  

　 　 　 　 　 　 ） の 午 後 ３ 時 ま で で あ り ま す 。  

な お 、 提 出 さ れ た 質 問 項 目 の 一 覧 に つ き ま し て は 、

で き 次 第 、 チ ー ム ズ に よ り 配 付 さ せ て い た だ き ま す

の で 、 一 般 質 問 予 定 者 が 自 身 で そ の 内 容 を 確 認 し 、

重 複 し て い る 場 合 に は 、 会 派 間 、 議 員 間 で 調 整 を し

て い た だ き た い と 思 い ま す 。  

そ の 上 で 、 今 定 例 会 初 日 、 １ １ 月 ２ ９ 日 （ 金 曜 日 ）

の 正 午 ま で に 一 般 質 問 の 正 式 な 質 問 通 告 を 提 出 し て

い た だ き ま す 。  

発 言 通 告 書 を 提 出 す る 際 に は 、 通 告 時 間 に 見 合 っ た

量 の 質 問 と な る よ う 十 分 配 慮 し て い た だ き た い と 思

い ま す 。  

ま た 、 そ の 際 に も し 質 問 の 補 足 と し て 配 付 し た い 資

料 が あ れ ば 、 併 せ て 事 務 局 へ 御 提 出 く だ さ い 。  

提 出 さ れ た 資 料 が あ れ ば 、 １ ２ 月 ２ 日 （ 月 曜 日 ） の

本 委 員 会 に て 資 料 の 配 付 を 認 め る か に つ い て の 協 議

を 行 い た い と 思 い ま す 。  

次 に 、 一 般 質 問 の 質 問 時 間 に つ い て で す が 、 参 考 ま

で に 、 ９ 月 定 例 会 終 了 時 の 会 派 ご と の 質 問 時 間 と 残

時 間 の 一 覧 表 を 配 付 し て お き ま し た の で 御 確 認 く だ

さ い 。  

な お 、 一 般 質 問 の 午 前 何 人 、 午 後 何 人 と い う 割 り 振

り に つ い て は 、 １ ２ 月 ２ 日 （ 月 曜 日 ） に 開 催 い た し

ま す 本 委 員 会 に お い て 決 定 し た い と 思 い ま す 。  

ま た 、 市 長 か ら 当 初 提 案 さ れ た 議 案 の 質 疑 に つ い て

は 、 一 般 質 問 と 一 括 し て 行 う こ と に な り ま す の で 御

承 知 お き 願 い ま す 。  

次 に 、 ４ つ 目 の 請 願 ・ 陳 情 に つ き ま し て は 、 開 会 日

の 正 午 ま で に 受 理 し た も の を １ ２ 月 定 例 会 に 提 出 す

る こ と に な っ て お り ま す の で 、 今 回 は 、 １ １ 月 ２ ９

日 （ 金 曜 日 ） の 正 午 ま で と な り ま す 。  

提 出 さ れ ま し た 請 願 ・ 陳 情 に つ き ま し て は 、 １ ２ 月

２ 日 （ 月 曜 日 ） の 本 委 員 会 に お い て 、 一 括 し て 報 告
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い た し ま す 。  

次 に 、 ５ つ 目 の 議 員 提 出 の 意 見 書 （ 案 ） 、 決 議 （ 案  

） に つ き ま し て は 、 一 般 質 問 最 終 日 の 前 日 の 午 後 ５

時 ま で と な っ て お り ま す の で 、 今 回 は 、 １ ２ 月 ９ 日

（ 月 曜 日 ） の 午 後 ５ 時 ま で と な り ま す 。  

以 上 で 、 本 日 の 協 議 事 項 は 全 て 終 了 い た し ま し た 。  

こ れ を も っ て 、 本 日 の 議 会 運 営 委 員 会 を 閉 会 い た し

ま す 。  
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令和６年１２月定例会 

（ 令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日 ）  

議会運営委員会記録署名 

 

 

 

 

委 員 長　　髙　田　真　里 

 

 

 

 

署名委員　　柏　　　佳　枝 

 

 

 

 

署名委員　　東　　　　　篤


